
   （名簿）

⑥採用届出

①登録申請
（登録申請書の提出）

   山口県消費生活相談員人材バンク（参考図）　

【県が設置・運営】

＜　登　録　対　象　者　＞ ＜登録希望者＞
③情報提供依頼

消費生活相談機能の充実・強化

④情報提供
②登録   　

山口県消費生活相談員人材バンク
(山口県環境生活部県民生活課内）

登録希望者からの登録申請書を受理し「人材バンク登録
者名簿」へ登録情報（※）を登載

　　　　＜登　　　録　　　者＞

（※）登録情報：
登録申請書に記載された氏名、住所、年齢、性別、電話
番号、職業、消費生活相談経験・消費生活関連資格の
有無等、採用するに当たり必要となる事項

◎ 　人 　材 　確 　保

消費生活相談員の配置・増員

次のいずれかの要件を満たす
者

◇消費生活相談員（国家資格）

◇消費生活専門相談員

◇消費生活アドバイザー

◇消費生活コンサルタント

市 町

⑤候補者選定

（直接）連絡・面接・採用

【別 紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○登録の申請 

「山口県消費生活相談員人材バンク」の登録対象者のうち、登録を希望される方に、 

山口県環境生活部県民生活課へ登録の申請をしていただきます。 

 

○名簿への登載等 

申請後、県民生活課において、登録者名簿に必要事項を記入の上、情報を適正に管 

理します。市町からの依頼に基づき、随時、情報提供をさせていただきます。 

 

※名簿への登載が済んだ方には、その旨を、直接、御連絡いたします。 

市町へ情報提供した旨の御連絡はいたしません。 

 

○登録後 

登録後、消費生活相談員の採用を予定する市町又は県の消費生活センタ－からの連 

絡をお待ちいただくことになります。 

 

※人材バンクへの登録は、直ちに、消費生活相談員としての採用につながるもので 

はありませんが、採用を予定する市町へ登録情報の積極的な活用を働きかけてま 

いります。 

 

 


